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7月診療分まで 8月診療分から
① 受診時に保険医療の
自己負担分を支払う。

②領収書をもらう。

③医療費助成の
　申請をする。

町が事前に交付する受給券と被保険者証を提示
して受診し、下表に応じた一部負担金を支払う。

④医療費の助成
　をする。

重度心身障害者

重度心身障害者

 医療機関

 医療機関
横芝光町

7月診療分まで 8月診療分から

対 象 者
身体障害者手帳1級・2級をお持ちの方 変更なし

療育手帳Ⓐ・Ａをお持ちの方 変更なし

受 給 方 法

償還払い
（医療機関等の窓口で医療保険の自己負担分の3割
または1割をお支払いいただき、後日その領収書
を添えて町へ申請し、自己負担分が還付されます。）

現物給付
（ 医療機関等の窓口で被保険者証と町が発行する受給券を提示
し、下記の一部負担金をお支払いいただきます。）

医療機関等での
窓 口 負 担

医療保険の自己負担分
※償還払いでの助成で実質の負担はありません。

対象者と同じ医療保険に加入している世帯全員の町民税所得
割が非課税の場合は、自己負担分はありません。
※ 上記に該当しない場合は、通院1回につき300円、入院1日に
つき300円の一部負担がありますが、調剤は無料です。

保険外診療と入院時食事療養費等は助成の対象
ではありません。※注意事項を参照 変更なし

年 齢 制 限 なし 8月1日以降に65歳以上で新たに対象の手帳（程度変更を含む。）
を取得した方は対象となりません。

所 得 制 限
対象者と同じ医療保険に加入している世帯全員
の町民税所得割の合計が235,000円以上は支給停
止となります。

変更なし

子ども医療費助
成対象者の場合 子ども医療費助成が優先 変更なし

※注意事項　●助成対象外●
・健康診断、予防接種、文書料、薬の容器代、入院時の差額ベッド代、食事代など
・交通事故など第三者行為に該当する場合
・学校などの管理下での負傷や疾病に対し、日本スポーツ振興センターの「災害共済給付制度」の対象になる場合

　重度心身障害者医療費助成制度は、7月診療分までは医療機関の窓口でいったん保険医療の自己負担分をお支払
いいただき、その後に医療費の助成について福祉課へ申請していただきますが、8月診療分からは医療機関の窓口
で被保険者証と重度心身障害者（児）医療費助成受給券を提示し、下表のとおり一定の一部負担金をお支払いいた
だくようになります。
※受給券を忘れた場合や県外の医療機関を利用した場合は、今までどおり領収書を福祉課へ提出してください。
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8 月診療分から重度心身障害者8月診療分から重度心身障害者
医療費助成制度が変わります医療費助成制度が変わります

◆問い合わせ
　福祉課障害福祉班　☎84－1257
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